
第２回 鉄道分野特定技能協議会 

第１回 鉄道分野育成就労協議会 

 

 

議事次第 

 

日時：令和８年６月２３日（火）１５時００分～ 

会場：中央合同庁舎２号館共用会議室３A・３B（オンライン併用） 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１） 鉄道分野における特定技能制度・育成就労制度について 

（２） 鉄道分野特定技能協議会の規約・規程等の改正について 

（３） 鉄道分野育成就労協議会の規約・規程等の制定について 

（４） 鉄道分野における外国人材の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範について 

（５） 鉄道分野における育成・キャリア形成プログラムについて 

（６） 鉄道分野における外国人材の受入れ企業の取組事例について 

（７） 質疑・その他 

 

３ 閉会 

 

配付資料 

・構成員名簿 

・出席者名簿 

・（資料１－１）鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に

係る制度の運用に関する方針 

・（資料１－２）国土交通省告示第千百八十号 

・（資料１－３）国土交通省告示第四百四十二号 

・（資料１－４）鉄道分野における特定技能制度・育成就労制度について 

・（資料２）鉄道分野特定技能協議会規約・運営規程等 

・（資料３）鉄道分野育成就労協議会規約・運営規程等 

・（資料４－１）特定技能外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範（案） 

・（資料４－２）育成就労外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範（案） 

・（資料５）【鉄道分野】育成・キャリア形成プログラム（案） 

・（資料６）鉄道分野における外国人材の受入れ企業の好事例 

・（参考資料）議決権に関する細則 



鉄道分野特定技能協議会 構成員名簿 

  

【有識者】（敬称略・五十音順）  

 ・池之谷 潤（全日本交通運輸産業労働組合協議会議長） 

・加藤 浩徳（東京大学大学院工学系研究科教授）  

・清水 寛子（ESUHAI Co.,Ltd 副社長）  

【特定技能所属機関】 

（別紙１）  

【登録支援機関】  

（別紙２）  

【業界団体等】  

・海外鉄道技術協力協会  

・日本民営鉄道協会  

・日本地下鉄協会  

・第三セクター鉄道等協議会  

・日本鉄道電気技術協会  

・北海道旅客鉄道株式会社  

・東日本旅客鉄道株式会社  

・東海旅客鉄道株式会社  

・西日本旅客鉄道株式会社  

・四国旅客鉄道株式会社  

・九州旅客鉄道株式会社  

・日本貨物鉄道株式会社  

【試験実施機関】  

・日本鉄道施設協会  

・日本鉄道運転協会  

・鉄道電業安全協会  

・日本鉄道運輸サービス協会 

・日本鉄道車輌工業会  

・日本鉄道車両機械技術協会  

【関係省庁】  

・警察庁  

・出入国在留管理庁  

・外務省  

・厚生労働省  

・国土交通省（鉄道局技術企画課） 

 



鉄道分野育成就労協議会 構成員名簿 

【有識者】（敬称略・五十音順）  

 ・池之谷 潤（全日本交通運輸産業労働組合協議会議長） 

・加藤 浩徳（東京大学大学院工学系研究科教授）  

・清水 寛子（ESUHAI Co.,Ltd 副社長）  

【育成就労実施者】 

－ 

【監理支援機関】  

－ 

【業界団体等】  

・海外鉄道技術協力協会  

・日本民営鉄道協会  

・日本地下鉄協会  

・第三セクター鉄道等協議会  

・日本鉄道電気技術協会  

・北海道旅客鉄道株式会社  

・東日本旅客鉄道株式会社  

・東海旅客鉄道株式会社  

・西日本旅客鉄道株式会社  

・四国旅客鉄道株式会社  

・九州旅客鉄道株式会社  

・日本貨物鉄道株式会社  

【試験実施機関】  

・日本鉄道施設協会  

・日本鉄道運転協会  

・鉄道電業安全協会  

・日本鉄道運輸サービス協会 

・日本鉄道車輌工業会  

・日本鉄道車両機械技術協会  

【関係省庁等】  

・外国人技能実習機構（外国人育成就労機構が設立されたとき以降は、外国人育成就労機構） 

・警察庁  

・出入国在留管理庁  

・外務省  

・厚生労働省  

・国土交通省（鉄道局技術企画課） 

 



第２回鉄道分野特定技能協議会及び第 1 回鉄道分野育成就労協議会 出席者名簿 

【有識者】（敬称略・五十音順）  

 ・池之谷 潤（全日本交通運輸産業労働組合協議会議長） 

・加藤 浩徳（東京大学大学院工学系研究科教授）  

・清水 寛子（ESUHAI Co.,Ltd 副社長）  

【特定技能所属機関】  

（別紙３）  

【登録支援機関】  

（別紙４）  

【業界団体等】（敬称略）  

・海外鉄道技術協力協会 常務理事 輿石 逸樹  

・日本民営鉄道協会 常務理事労務・人材部長 平光 正樹 

・日本地下鉄協会 業務部長 橋田 慶司 ※ 

・第三セクター鉄道等協議会 事務局長 髙橋 正人 ※ 

・日本鉄道電気技術協会 専務理事 入夏 仁美  

・北海道旅客鉄道株式会社 総務部長 小坂 賢一 ※  

・東日本旅客鉄道株式会社 執行役員 人財戦略部長 塩原 敬（代理：阪口 直之）  

・東海旅客鉄道株式会社 執行役員 総合技術本部 副本部長 田邉 幸司 ※  

・西日本旅客鉄道株式会社 常務執行役員 鉄道本部副本部長 鉄道本部 経営企画部長 広岡 研二（代

理：中西 翔一）※ 

・四国旅客鉄道株式会社 取締役総務部長 髙須賀 浩 ※  

・九州旅客鉄道株式会社 東京支社副支社長 安田 絢哉  

・日本貨物鉄道株式会社 人事部 主席 今井 智宏 ※ 

【試験実施機関】（敬称略） 

・日本鉄道施設協会 専務理事 米山 典雄 ※  

・日本鉄道運転協会 専務理事 𠮷田 豊  

・鉄道電業安全協会 専務理事 赤井澤 啓悦  

・日本鉄道運輸サービス協会 専務理事 斉藤 庄一 

・日本鉄道車輌工業会 専務理事 廣瀬 道雄  

・日本鉄道車両機械技術協会 専務理事 橋爪 進  

【関係省庁等】（敬称略） 

・外国人技能実習機構 指導援助部援助課 調査役 渡邊 友子  ※ 

・警察庁 刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官付 課長補佐 木村 有  ※ 

・法務省 出入国在留管理庁政策課 係長 黒田 明日美  ※ 

・外務省領事局外国人課 課長補佐 西村 秀一 ※  

・厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室 海外人材育成対策専門官 吉川 拓真  ※ 

・国土交通省鉄道局技術企画課 課長 中野 智行  

課長補佐（総括） 大山 裕司  

課長補佐 中澤 章  

係長 神谷 柾志  

係長 北上 泰河  

※オンライン出席 



【別紙１】 

特定技能所属機関一覧（構成員番号順）（2026 年 6 月 1 日現在） 

 ・サーミット工業株式会社  

 ・株式会社スミヨシ  

 ・株式会社デサン  

 ・令和産業株式会社 

 ・東日本旅客鉄道株式会社 

 ・株式会社ウエルテック 

 ・日本電設電車線工事株式会社 

 ・NR 電気システム株式会社 

 ・NR 電車線テクノ株式会社 

 ・仙台電気工事株式会社 

 ・関根軌道工業株式会社 

 ・株式会社三森総業 

 ・株式会社関建設工業 

 ・株式会社ワールド工業 

 ・株式会社シビル旭 

 ・末原建設株式会社 

 ・東日本電気エンジニアリング株式会社 

 ・野木軌道株式会社 

 ・有限会社山下工業所 

 ・株式会社山幸 

 ・株式会社日総建 

 ・有限会社中本軌道工業 

 ・坂本軌道工業株式会社 

 ・京浜急行電鉄株式会社 

 ・株式会社明豊 

 ・九州軌道工業株式会社 

 ・アートテクノ株式会社 

 ・澄川工業株式会社 

・北海道旅客鉄道株式会社 

・株式会社鉄軌 

・冨禮工業株式会社 

・京王電鉄株式会社 

・株式会社共栄工業 

・高幸建設 株式会社 

・トーカイテック株式会社 

・株式会社 睦電設工業 

・東海旅客鉄道株式会社 

・東日電設株式会社 

・交新建設株式会社 

・京成電鉄株式会社 

・四国旅客鉄道株式会社 



・三軌建設株式会社 

・JR 九州電気システム株式会社 

・株式会社 松本組 

・株式会社 NARITA 

・名古屋鉄道株式会社 

・有限会社伊藤組 

・株式会社静軌建設 

・JR 九州エンジニアリング株式会社 

・株式会社今日新電通設備 

・エースライズ株式会社 

・広栄工業株式会社 

・東武鉄道株式会社 

・有限会社第一軌道開発 

・株式会社谷黒組 

・京王建設株式会社 

・有限会社平戸電設 

・近畿日本鉄道株式会社 

・武蔵野工業株式会社 

・長電テクニカルサービス株式会社 

・東軌工業株式会社 

・株式会社大軌 

・北総軌道工業株式会社 

・東京地下鉄株式会社 

・JR 東日本テクノロジー株式会社 

・株式会社山口組 

・有限会社大矢組 

・株式会社杉山建設 

・鈴木電設有限会社 

・日豊電設工業株式会社 

・日本貨物鉃道株式会社 

・エステー工業株式会社 

・古川興業株式会社 

・有限会社ヒロセ工業 

・GT 山合同会社 

・株式会社ＴＭＫ 

・福知山電気株式会社 

・株式会社リケン工業 

・ショダイ株式会社 

・有限会社砂原組 

・有限会社鍛冶田軌道 

・株式会社酒井製作所 

・双栄建設株式会社 

 

 



【別紙２】 

登録支援機関一覧（構成員番号順）（2026 年 6 月 1 日現在） 

・G.A.コンサルタンツ株式会社 

  ・アジア国際交流事業協同組合 

  ・公益社団法人日本インドネシア経済協力事業協会 

・一般社団法人日本ベトナム経済フォーラム 

・株式会社 CROSLAN 

・公益財団法人国際労務管理財団 

・株式会社アークス 

・株式会社 グローバルヒューマニー・テック 

・一般財団法人国際人材支援機構 

・株式会社日本ワールドビジネス 

・アジアビジネス交流協同組合 

・株式会社 NEXT STAGE 

・アイエム協同組合 

・協同組合西海協 

・東洋ビジネス協同組合 

・アデコ株式会社 

・株式会社エンデバー 

・株式会社ケイズビュー 

・建備建設事業協同組合 

・事業協同組合ＫＥＮＯＨ 

・株式会社マルサン 

・名鉄エリアパートナーズ株式会社 

・長野エスコ事業協同組合 

・地域環境福祉事業協同組合 

・流通産業協同組合 

・VHC ジャパン株式会社 

・株式会社 miroku 

・株式会社マツウラ技研 

・株式会社日本旅行 

・インターパシオン有限会社 

・JP ネットワーク協同組合 

・協同組合あかり 

・SORAIRO WORK 合同会社 

 

  



【別紙 3】 

特定技能所属機関出席者一覧（敬称略・構成員番号順） 

 ・サーミット工業株式会社 兵庫事業所 所長 平井 裕介 ※ 

 ・株式会社スミヨシ 経営管理部 部長 中岡 伸明 ※ 

 ・株式会社デサン 取締役 総務 GM 小船亜紀子 ※ 

 ・令和産業株式会社 総務 BAO CUIXIA ※  

 ・日本電設電車線工事株式会社 代表取締役社長 伊藤 将親 ※ 

 ・NR 電気システム株式会社 常務取締役 地家 龍一 ※ 

 ・関根軌道工業株式会社 取締役総務部長 関根 学 ※ 

 ・株式会社三森総業 専務取締役 三森 修 ※ 

 ・株式会社関建設工業 市原工事所 企画本部長 小池 善夫 ※ 

 ・株式会社シビル旭 企画部 部長 小林 伸一郎 ※ 

 ・東日本電気エンジニアリング株式会社 人事部長 川畑 亨 ※ 

 ・野木軌道株式会社 専務取締役 酒巻 久徳 

 ・株式会社山幸 代表取締役 専務 新宮 孝博※ 

 ・株式会社日総建 代表取締役 山元伸介 ※ 

 ・有限会社中本軌道工業 米子出張所 所長 中本 智巳 ※ 

 ・坂本軌道工業株式会社 代表取締役 坂本 徹 

 ・京浜急行電鉄株式会社鉄道本部執行役員 鉄道統括部長 富岡 勇人 ※  

 ・株式会社明豊 役員 軌道部 明瀬 匠 ※ 

 ・アートテクノ株式会社 代表取締役 南 豪 

 ・澄川工業株式会社 執行役員経営管理部長 嶋田 和正 ※ 

・京王電鉄株式会社 人事部 課長補佐 豊田 真実 ※ 

・トーカイテック株式会社 顧問 一宮営業所 宮本 修 ※ 

・株式会社 睦電設工業 代表取締役社長 奈良 浩蔵 ※ 

・交新建設株式会社 専務執行役員 荒木 誠 

・京成電鉄株式会社 執行役員人事部長 本田 哲也 

・三軌建設株式会社 執行役員 事業本部 軌道部長 森髙 寛功 ※ 

・JR 九州電気システム株式会社 総務人事部 副部長 水嶋 法子 ※ 

・株式会社 NARITA 代表取締役 成田 稔 ※ 

・エースライズ株式会社 取締役 大平 耕士 ※ 

・東武鉄道株式会社 人事部 課長 小林 哲郎 ※ 

・有限会社平戸電設 代表取締役 平戸 厚夫 ※ 

・武蔵野工業株式会社 総務部 課長 村田 和雄 ※ 

・長電テクニカルサービス株式会社 常務取締役 勝山 浩行 ※ 

・東軌工業株式会社 取締役 管理部長 舘田 聡史 

・株式会社大軌 取締役 工務部長 森田 一宣 

・北総軌道工業株式会社 代表取締役社長 土岐 正人 

・東京地下鉄株式会社 人事部 課長 中川 恵介 ※ 

・JR 東日本テクノロジー株式会社 経営企画部 課長 旗谷 圭介 ※ 

・株式会社杉山建設 代表取締役 小出 姿 

・日豊電設工業株式会社 代表取締役社長 會田 博実 ※ 



・エステー工業株式会社 総務部 課長 鯉淵 健一 ※  

・古川興業株式会社 鉄道工事部長 豊浦 秀明 ※ 

・有限会社ヒロセ工業 常務取締役 廣瀬 達也 ※ 

・GT 山合同会社 代表社員 UNURBILEG GANBAYAR ※ 

・株式会社ＴＭＫ 取締役 林田 富美 ※  

・株式会社リケン工業 業務部 部長 大西 正浩 ※ 

・株式会社酒井製作所 岡本ゆかり ※ 

・双栄建設株式会社 代表取締役 奈良岡 剛 ※ 

※オンライン出席 

 

  



【別紙 4】 

登録支援機関出席者一覧（敬称略・構成員番号順） 

・一般社団法人日本ベトナム経済フォーラム コーディネーター 中川原 吉彦 ※ 

・公益財団法人国際労務管理財団 監査室 室長 対馬 北斗 ※ 

・株式会社 グローバルヒューマニー・テック 管理本部 本部長 保立 章宏 ※ 

・一般財団法人国際人材支援機構 係長 島田真奈美 ※ 

・株式会社日本ワールドビジネス 海外事業部 石田 万里奈 ※ 

・株式会社 NEXT STAGE 代表取締役 梅津 優一 ※ 

・アイエム協同組合 代表理事 加藤 良行 ※ 

・協同組合西海協 業務課 主任 赤松 瑞紀 ※ 

・東洋ビジネス協同組合 所長 岡村 隆美 ※ 

・アデコ株式会社 外国人雇用推進部 営業推進課 リーダー 大塚祐利 ※ 

・株式会社エンデバー 管理部 支援業務管理マネージャー NYAMBAYAR OTGONCHIMEG 

・株式会社ケイズビュー 開発営業部 赤堀正浩 

・名鉄エリアパートナーズ株式会社 戦略事業部 サブマネージャー 牧 宏和 ※ 
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鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 

及び育成就労に係る制度の運用に関する方針 

 

法 務 大 臣 
厚生労働大臣 

国家公安委員会 
外 務 大 臣 
国土交通大臣 

 

出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。）第２

条の４第１項及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法

律（平成 28 年法律第 89 号。以下「育成就労法」という。）第７条の２第１項の規定に基

づき、入管法第２条の３第１項及び育成就労法第７条第１項の規定に基づき定められた

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及

び育成就労外国人の保護に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）にのっとって、

鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係

る制度の運用に関する方針（以下「分野別運用方針」という。）を定める。 

 
第一 特定技能制度及び育成就労制度に共通する事項 

１ 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を

図るべき産業上の分野（特定産業分野）及び特定産業分野のうち、外国人にその分野

に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野（育成

就労産業分野） 

鉄道分野 

２ 当該産業上の分野における人材の不足の状況（当該産業上の分野において人材が

不足している地域の状況を含む。）に関する事項 

（１）特定技能外国人及び育成就労外国人受入れの趣旨・目的 

   ア 特定技能外国人 

鉄道分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かし

た業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展

を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。 

   イ 育成就労外国人 

特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を

通じて修得させることが相当である鉄道分野に属する相当程度の知識又は経験

を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を

確保する。 

（２）生産性向上や国内人材確保のための取組 

ア 生産性向上のための取組 

生産性向上のための具体的な施策として、①人手を介さずにデジタル技術を

活用して各種施設等のデータ収集等を行うＣＢＭ型（状態を把握して最適な時

kamiya-m23s
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期に補修を実施）のメンテナンス手法の導入、②一連のレール交換作業の大半を

１つの機械で施工出来るシステム、自動清掃ロボット、駅改札におけるＡＩを活

用した案内システム等の導入、③鉄道関係機関等との連携により、鉄道のメンテ

ナンス業務に携わる人材に対する技術講習会の実施等による生産性向上のため

の取組を実施している。 

国土交通省としても、④自動運転や軌道等の保守業務の省力化等、デジタル技

術を活用した現場業務の効率化・省力化に資する技術開発への支援、⑤地域鉄道

事業者における軌道や電車線検測のデジタル化等の省力化に資する設備導入へ

の支援等により、企業による生産性向上の取組を支援している。 

こうした取組等の結果、鉄道分野では業務の効率化・省力化等による生産性向

上が推進されている。 

イ 国内人材確保のための取組 

（ア）女性、高齢者、就職困難者等の就業促進 

具体的な施策として、次の取組を行っている。 

① 初任給、基本給等の増額、出産祝い金の支給、女性用宿泊施設の整備や女

性職員の比率に関する目標設定、ジョブリターン制度や大規模中途採用を実

施 

② 一般社団法人日本民営鉄道協会において、就業者のライフイベントによ

り就労が困難となった社員を民鉄各社で相互に受け入れる「民鉄キャリアト

レイン」を実施 

③ 国土交通省において、退職自衛官の鉄道業界等への再就職を後押しする

ため、防衛省・鉄道事業者等と申合せを締結し、関係機関等との連携により

駐屯地での説明会やインターンシップの開催等の取組を推進 

（イ）処遇改善 

具体的な施策として、国土交通省において、鉄道運賃水準の算定の根拠とな

る「総括原価」の算定方法を定める「収入原価算定要領」を改定し、鉄道事業

者における人件費上昇率のみならず、他の事業者も含めた人件費上昇率の実績

値等も反映できるよう算定方法の見直しの取組を行っている。 

（ウ）労働安全衛生対策 

具体的な施策として、次の取組を行っている。 

① 国土交通省において、鉄道事業者が利用者から収受した料金をバリアフ

リー設備の整備に充てられる鉄道駅バリアフリー料金制度の整備や予算等

の支援を実施し、ホーム上の作業員の安全性向上にも寄与するホームドア整

備を推進 

② 一般社団法人日本民営鉄道協会において、各社の職場の安全衛生に関す

る様々な活動事例を写真により広く普及する「安全衛生フォトコンテスト」

を実施 

（エ）（ア）の成果 

上記（ア）の取組等の結果、鉄道分野における有効求人倍率（駅・車両清掃

区分を除く。）は、令和４年度では 3.59 倍であったところ、令和６年度には
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3.48 倍となっている。 

（オ）（イ）の成果 

上記（イ）の取組等の結果、「賃金引上げ等の実態に関する調査」（厚生労

働省）における１人平均賃金の改定率は、鉄道業を含む「運輸業、郵便業」に

おいて、令和４年は 1.8％であったところ、令和６年は 3.2％となっている。 

（カ）（ウ）の成果 

 上記（ウ）の取組等の結果、「労働災害動向調査」（厚生労働省）における

労働災害度数率は、鉄道業（事業所規模 30 人以上）において、令和５年は 1.53

であり、概ね横ばいで推移している。 

（３）受入れの必要性（人手不足の状況を判断するための客観的指標を含む。） 

鉄道分野における業務量を示す指標として、旅客鉄道が輸送した旅客の総人員

数である「輸送人員」がある。輸送人員は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より令和２年度には大きく減少したものの、同感染症感染拡大前と同程度まで回

復している。また、「観光立国推進基本計画」（令和５年３月 31 日閣議決定）に

おいて、インバウンド回復や国内交流拡大は同感染症感染拡大前を超える水準を

目標としており、鉄道需要やそれに伴う各施設の保守量等は今後も継続、拡大する

ことが見込まれることから、これを支える鉄道分野の人材確保が極めて重要であ

る。しかし、鉄道分野においては、生産性向上や国内人材確保の取組を進めている

ものの、令和６年度の鉄道分野の有効求人倍率は 2.60 倍となっており、少子化等

により若手の採用が困難となってきていることに加え、高齢化等による大量退職

への対応も喫緊の課題となっているが、今後も鉄道需要は維持、拡大し、令和 10 

年度には 17 万 5,600 人の就業者が必要となる。鉄道は我が国の経済社会活動や国

民生活を支える基盤であり、鉄道分野の現場で即戦力となる人材は、安全で安定的

な輸送の確保のための重要な役割を担っている。鉄道需要の増加に的確に対応し

ていくことが求められる中、チームリーダー等の指導・監督の下で、鉄道特有の制

約を理解し、特殊な機材や工具等を用いて作業を行うという一定の専門性・技能を

有する外国人を受け入れることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させてい

くために必要不可欠である。上記（２）に掲げた生産性向上のための取組及び国内

人材確保のための取組を継続することにより人手不足が 1 万 6,500 人程度緩和さ

れることが見込まれるものの、なお 4,000 人程度の人手不足が見込まれる状況で

ある。 

（４）受入れ見込数（育成就労法第７条の２第２項第４号の当該個別育成就労産業分野

における受入れ見込数を含む。） 

  ア 鉄道分野全体の受入れ見込数 

鉄道分野全体における令和６年度から令和 10 年度までの５年間の受入れ見込

数は、4,000 人である。  

当該受入れ見込数は、鉄道分野において、令和 10 年度には２万 500 人程度の

人手不足が見込まれる中、技術開発等による５年間で１％強（駅・車両清掃区分

は３年間で２％強）の生産性向上（令和 10 年度までに 2,400 人程度）や、処遇

の改善の取組等による追加的な国内人材の確保（令和 10 年度までに 1 万 4,100
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人程度）を行ってもなお不足すると見込まれるものであり、過大なものとはなっ

ていない。 

イ １号特定技能外国人の受入れ見込数 

    鉄道分野における令和６年度から５年間の１号特定技能外国人の受入れ見込

数は、2,900 人であり、これを令和 10 年度末までの５年間の受入れの上限とし

て運用する。 

ウ 育成就労外国人の受入れ見込数 

    鉄道分野における令和９年度から２年間の育成就労外国人の受入れ見込数は、

1,100 人であり、これを令和 10 年度末までの２年間の受入れの上限として運用

する。 

３ 在留資格認定証明書の交付又は育成就労認定の停止の措置及び再開の措置 

（１）鉄道分野をめぐる人手不足状況の把握方法 

   国土交通大臣は、次の指標等により人手不足状況の変化を的確に把握する。 

① 鉄道分野の特定技能外国人及び育成就労外国人の在留者数（定期的に法務省

から国土交通省に提供) 

② 雇用動向調査に基づく欠員率、職業安定業務統計に基づく有効求人倍率 

③ 関係業界への調査 

④ 特定技能制度における鉄道分野に係る分野別協議会（以下単に「特定技能の協 

議会」という。）又は育成就労制度における鉄道分野に係る分野別協議会（以下

単に「育成就労の協議会」という。）による特定技能所属機関、育成就労実施者

等からの状況把握等 

（２）入管法第７条の２第３項及び第４項（これらの規定を同条第５項において準用す

る場合を含む。）の規定による同条第１項に規定する在留資格認定証明書の交付の

停止の措置及び交付の再開の措置に関する事項 

① 国土交通大臣は、上記（１）の客観的指標等を踏まえ、人手不足の状況の変化

に応じて分野別運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行うとともに、

上記２（４）イに掲げた受入れ見込数を超えることが見込まれる場合その他必要

とされる人材が確保されたと認められる場合には、法務大臣に対し、一時的に在

留資格認定証明書の交付の停止の措置を求める。 

② 一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置を講じた場合において、当

該特定産業分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、国土

交通大臣は、法務大臣に対し、在留資格認定証明書の交付の再開の措置を求め

る。 

（３）育成就労法第 12 条の２の規定による育成就労認定の停止の措置及び認定の再開 

の措置に関する事項 

① 国土交通大臣は、上記（１）の客観的指標等を踏まえ、人手不足の状況の変化

に応じて分野別運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行うとともに、

上記２（４）ウに掲げた受入れ見込数を超えることが見込まれる場合その他必要

とされる人材が確保されたと認められる場合には、法務大臣及び厚生労働大臣

に対し、一時的に育成就労認定（育成就労外国人及び育成就労認定が育成就労法
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第 16 条第１項の規定により取り消されたことにより育成就労の対象でなくなっ

た外国人に係るものを除く。）の停止の措置を求める。 

② 一時的に育成就労認定の停止の措置を講じた場合において、当該育成就労産        

業分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、国土交通大臣

は、法務大臣及び厚生労働大臣に対し、育成就労認定の再開の措置を求める。 

４ その他特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に共通する重要事項 

（１）特定技能外国人及び育成就労外国人のキャリア形成等に関する事項 

国土交通省は、関係業界等と協働して、育成就労及び特定技能１号に係る鉄道分

野における「育成・キャリア形成プログラム（以下「育成プログラム」という。）」

を策定する。 

鉄道分野における育成プログラムは、特定技能制度及び育成就労制度を通貫し

たものとすることを基本とし、特定技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャ

リアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界、

特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受け入れる外国人への計画的かつ

的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

（２）治安への影響を踏まえて講じる措置 

国土交通省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得

る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制

度関係機関と適切に共有する。 

また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を

踏まえつつ、国土交通省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、

分野別運用方針の変更を含め、必要な措置を講じる。 

ア 治安上の問題に対する措置 

  国土交通省は、鉄道分野における特定技能外国人又は育成就労外国人が関わ

る犯罪、行方不明、悪質な送出機関の介在その他の治安上の問題を把握した場合

には、事業者、業界団体等に対して助言・指導を行うなど、必要な措置を講じる。 

イ 治安上の問題を把握するための取組及び把握した情報等を制度関係機関等と

共有するための取組等 

  国土交通省は、上記アの治安上の問題について、所掌事務を通じ、事業者、業

界団体等から把握するなど、必要な措置を講じる。また、上記アの治安上の問題

について、制度関係機関等との間で適切に共有するため、情報共有の手続を定め

るなど、必要な措置を講じる。 

（３）大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないように

するために必要な措置 

地方公共団体における一元的な相談窓口の設置、ハローワークによる地域の就

職支援等を着実に進める等の業種横断的な措置・方策に加え、国土交通省は、地方

における人手不足の状況について、地域別の有効求人倍率等による定期的な把握

を行うとともに、特定技能・育成就労の協議会等と連携し、本制度の趣旨や優良事

例の情報を全国的に周知することを含め、必要な措置を講じることによって、地方

部の中小事業者も含めた各特定技能所属機関及び育成就労実施者に採用活動や生
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活支援の充実を促し、各地域の事業者が必要な特定技能外国人及び育成就労外国

人を受け入れられるよう図っていく。 

そのほか、国土交通省は、制度を所管する行政機関や地方公共団体、事業者、業

界団体等と適切に連携するなどして、特定技能外国人及び育成就労外国人が居住

する地域における外国人との共生のための施策の推進を支援する。 

（４）公租公課に関する必要な措置  

特定技能外国人、育成就労外国人、特定技能所属機関及び育成就労実施者は、納

付すべき公租公課を適切に支払う責務があり、また、国土交通省は、これらの者が

納付すべき公租公課の未納を防ぐため、制度を所管する行政機関と連携の上、必要

な措置を講じる。 

 

第二 特定技能制度に関する事項 

１ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項  

鉄道分野において特定技能１号の在留資格で受け入れる外国人は、次の（１）及び

（２）に定める試験に合格した者とする。 

（１）技能水準 

次のいずれかの試験 

① 別表１のａ．技能水準の欄に掲げるもの 

② 別表２のｄ．育成就労評価試験（育成就労終了まで）の欄に掲げるもの 

（２）日本語能力水準 

別表１のｂ．日本語能力水準の欄に掲げるもの 

２ その他特定技能制度の運用に関する重要事項 

（１）業務区分及び特定技能外国人が従事する業務 

鉄道分野において設定する業務区分及び１号特定技能外国人が従事する業務は、

上記１（１）①の技能水準にあっては当該技能水準に対応し、それぞれ別表１の c.

業務区分（従事する業務）の欄に定めるとおりとし、上記１（１）②の技能水準に

あっては、当該技能水準に対応する別表２のａ．業務区分の欄に掲げる業務区分と

同一の別表１のｃ．業務区分（従事する業務）の欄に定めるとおりとする。 

なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとな

る関連業務に付随的に従事することは差し支えない。 

（２）特定技能外国人の雇用形態 

   ア 雇用形態 

鉄道分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態（同時に鉄道分野

の２事業者を特定技能所属機関とする在籍型出向形態を含む。）とする。 

   イ 在籍型出向の形態により受け入れる必要性 

鉄道分野においては、従前から相互に密接に関連する企業間において技能を

要する業務（鉄道分野において受け入れる特定技能外国人に必要とされる技能

を要する業務を含む。）を委託等するに当たり、在籍型出向形態により当該技能

に係る教育・研修を行っている実態があり、特定技能制度においても特定産業分

野に属する技能の一層の向上を目的として、安定的な業務委託等の関係のある
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機関間において、一定期間在籍型出向形態により鉄道分野の同一の業務区分に

属する業務に従事させるために特定技能外国人を受け入れることが必要不可欠

である。 

ウ 在籍型出向を活用して受け入れる場合における懸念を払拭するために講じる

措置 

鉄道分野において特定技能外国人の在籍型出向形態を認めるに当たり、特定

技能外国人の雇用の安定や１号特定技能外国人への支援を確実に担保するため、

国土交通省において、在籍型出向を行う出向元・出向先の特定技能所属機関を把

握し、当該機関同士が適切に在籍型出向を行うことができることを確認した上

で、出向期間中における所定内賃金等の待遇が出向元におけるものに比べ維持

又は向上されることや在籍型出向に係る期間（１号特定技能外国人については

１年につき通算４月を超えない期間とする。）における１号特定技能外国人支援

を行う主体等を事前に確認する。 

（３）特定産業分野に特有の事情に鑑みて講じる措置等 

特定技能所属機関に対して特に課す条件 

① 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）による鉄道事業者、軌道法（大正 10 年

法律第 76 号）による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設

若しくは車両の整備、車両の製造又は駅若しくは車両の清掃に係る事業を営む

者であること。 

② 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員にな

ること。 

③ 特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講じる

こと。 

④ 特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

⑤ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指

導に対し、必要な協力を行うこと。 

⑥ 特定技能所属機関は、登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を

委託するに当たっては、上記②、③、④及び⑤の条件を満たす登録支援機関に委

託すること。 

 

第三 育成就労制度に関する事項 

１ 育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

鉄道分野において育成就労の在留資格で受け入れる外国人は次の（１）に定める試

験に合格した者又は講習を受講した者とする。また、育成就労の開始後一定期間経過

時までに満たしていることが求められる水準は、次の（２）及び（３）にそれぞれ定

める試験に合格していることとする。 

（１）育成就労の就労を開始するまでに求められる日本語能力水準 

① 「日本語教育の参照枠」のＡ１相当以上の水準と認められるもの（ただし、運

輸係員の業務区分については「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水準

と認められるもの） 



 
 
 

- 8 - 
 

② 認定日本語教育機関（日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語

教育機関の認定等に関する法律（令和５年法律第 41 号）第３条第１項の「認定

日本語教育機関」をいう。以下同じ。）等における当該水準に相当する日本語講

習の受講 

（２）育成就労の開始後１年経過時までに満たしていることが求められる水準 

  ア 技能水準 

  別表２のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの 

イ 日本語能力水準 

     上記１（１）①に掲げるもの 

（３）育成就労を終了するまでに求められる水準 

  ア 技能水準 

別表２のｄ．技能水準（育成就労終了まで）の欄に掲げるもの 

  イ 日本語能力水準 

     「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水準と認められるもの（ただし、

運輸係員の業務区分については「日本語教育の参照枠」のＢ１相当以上の水準と

認められるもの） 

２ 育成就労外国人の育成に関する事項 

鉄道分野において設定する主たる技能は、別表２のａ．業務区分の欄に掲げる業務

区分に対応し、それぞれ同表のｂ．主たる技能の欄に定めるとおりとする。 

その上で、育成就労計画に沿って、３年間の育成就労期間を通じて当該主たる技能   

を修得するために必要な業務に一定時間計画的に従事させることにより、当該業務

と関連するそれぞれの業務区分の範囲内の業務を経験させることとあいまって、鉄

道分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成す

る。 

３ 育成就労産業分野における本人の意向による育成就労実施者の変更（転籍）に関す

る事項 

（１）本人の意向による転籍に当たって必要となる技能水準及び日本語能力水準 

鉄道分野において育成就労外国人が本人の意向による転籍を行うに当たって必

要となる技能水準及び日本語能力水準は、以下に定める試験にそれぞれ合格して

いることとする。 

  ア 技能水準 

    別表２のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの 

  イ 日本語能力水準 

     「日本語教育の参照枠」のＡ２．１相当以上の水準と認められるもの（ただし、 

運輸係員の業務区分については「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水

準と認められるもの） 

（２）転籍制限期間 

 転籍制限期間は１年とする。 

４ その他育成就労制度の運用に関する重要事項 

（１）業務区分及び育成就労外国人が従事する業務 
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    鉄道分野において設定する業務区分及び従事する業務は、特定技能制度と同一

とする（第二２（１）参照）。 

（２）育成就労外国人の雇用形態 

直接雇用に限る。 

（３）育成就労産業分野に特有の事情に鑑みて講じる措置等 

ア 育成就労実施者に対して特に課す条件 

① 鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又

は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備、車両の製造又は駅若しく

は車両の清掃に係る事業を営む者であること。 

② 育成就労実施者は、育成就労の協議会において協議が調った措置を講じる

こと。 

③ 育成就労実施者は、育成就労の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

④ 育成就労実施者は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指

導に対し、必要な協力を行うこと。 

⑤ 育成就労実施者は、運輸係員の業務区分の育成就労外国人に対し、日本語の

能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた

就労のための課程において、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外

国人の保護に関する法律施行規則（令和７年法務省・厚生労働省令第４号）第

13 条第２項第８号に規定する授業時間数に加え、追加で 50 時間以上の授業時

間数（合計して 150 時間以上の授業時間数。入国後講習において、又は過去６

か月以内に、本邦外において、育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労

の目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程に

おいて履修した授業科目の授業時間数を含む。）授業科目を受講させること。

ただし、試験その他の評価方法により「日本語教育の参照枠」Ｂ１相当以上の

水準を有していることが証明されている者に対しては、この限りではない。 

イ 育成就労外国人に対して特に課す条件 

運輸係員の業務区分の育成就労外国人は、入国時に「日本語教育の参照枠」の

Ａ１相当以上の水準と認められる試験に合格していること。 
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別表１（第二１及び２関係） 

項

番 

ａ．技能水準 ｂ．日本語能力水準 ｃ．業務区分（従事する業務） 

１ 

 

鉄道分野特定技能１号評

価試験（軌道整備） 

「日本語教育の参照

枠」のＡ２．２相当以

上の水準と認められる

もの 

軌道整備（軌道検測作業、レール

交換作業、まくらぎ交換作業、バ

ラストを取り扱う作業、保安設

備を取り扱う作業等、軌道等の

新設、改良、修繕に係る作業・検

査業務等） 

２ 鉄道分野特定技能１号評

価試験（電気設備整備） 

「日本語教育の参照

枠」のＡ２．２相当以

上の水準と認められる

もの 

電気設備整備（電路設備、変電所

等設備、電気機器等設備、信号保

安設備、保安通信設備、踏切保安

設備等の新設、改良、修繕に係る

作業・検査業務等） 

３ 鉄道分野特定技能１号評

価試験（車両整備） 

「日本語教育の参照

枠」のＡ２．２相当以

上の水準と認められる

もの 

車両整備（列車検査、定期検査、

臨時検査、構内入換、駅派出対

応、改造工事、在庫・予備品管理、

工場設備取扱い、定期・臨時清掃

業務等） 

４ 鉄道分野特定技能１号評

価試験（車両製造） 

技能検定３級（機械加工） 

技能検定３級（仕上げ） 

技能検定３級（電子機器組

立て） 

技能検定３級（電気機器組

立て） 

技能検定３級（塗装） 

「日本語教育の参照

枠」のＡ２．２相当以

上の水準と認められる

もの 

車両製造（素材加工、部品組立

て、構体組立て、塗装、溶接、ぎ

装、台車枠製造、台車組立て、電

子機器組立て、電気機器組立て、

試験・検査、部品検収・配膳業務

等） 

５ 鉄道分野特定技能１号評

価試験（運輸係員） 

 

「日本語教育の参照

枠」のＢ１相当以上の

水準と認められるもの 

運輸係員（ポイント操作、入換え

合図、駅設備管理・取扱業務、旅

客案内・貨物取扱業務、運行管理

業務、車掌業務、運転士業務等） 

６ 鉄道分野特定技能１号評

価試験（駅・車両清掃） 

「日本語教育の参照

枠」のＡ２．２相当以

上の水準と認められる

もの 

駅・車両清掃（車両内部清掃（折

り返し清掃含む）、車両外部清

掃、コンコース清掃・駅舎清掃、

ホーム清掃（駅務機器、エレベー

タ、エスカレータ清掃含む）、休

憩室清掃（駅員・乗務員用等）等） 
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別表２（第二１、２、第三１及び３関係） 

項

番 

ａ．業務区分 ｂ．主たる技能 ｃ．技能水準（１年経過

時まで） 

ｄ．技能水準（育成就

労終了まで） 

１ 軌道整備 軌道整備 鉄道分野育成就労評価

試験（軌道整備）（初級） 

鉄道分野特定技能１

号評価試験（軌道整

備） 

２ 電気設備整備 電気設備整備 鉄道分野育成就労評価

試験（電気設備整備）

（初級） 

鉄道分野特定技能１

号評価試験（電気設備

整備） 

３ 車両整備 車両整備 鉄道分野育成就労評価

試験（車両整備）（初級） 

鉄道分野特定技能１

号評価試験（車両整

備） 

４ 車両製造 車両製造 鉄道分野育成就労評価

試験（車両製造）（初級） 

鉄道分野特定技能１

号評価試験（車両製

造） 

５ 運輸係員 駅係員作業 鉄道分野育成就労評価

試験（駅係員作業）（初

級） 

鉄道分野育成就労評

価試験（駅係員作業）

（専門級） 

６ 駅・車両清掃 駅・車両清掃 鉄道分野育成就労評価

試験（駅・車両清掃）（初

級） 

鉄道分野特定技能１

号評価試験（駅・車両

清掃） 
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第
一
条　

鉄
道
分
野
に
係
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
表
の
法

別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
六
号
に
規
定
す
る
告
示
で
定

め
る
基
準
は
、
申
請
人
が
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
内
容
と
す
る

特
定
技
能
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
こ
と
と
す
る
。 

（
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
相
手
方
と
な
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
の
基
準
） 

第
二
条　

鉄
道
分
野
に
係
る
特
定
技
能
雇
用
契
約
及
び
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
の
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第

二
条
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
相
手
方

と
な
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一　

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
に
よ
る
鉄
道
事
業
者
、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十

六
号
）
に
よ
る
軌
道
経
営
者
そ
の
他
鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
若
し
く
は
車
両
の
整
備
、
車

両
の
製
造
又
は
駅
若
し
く
は
車
両
の
清
掃
に
係
る
事
業
を
営
む
者
で
あ
る
こ
と
。 

二　

国
土
交
通
省
が
設
置
す
る
鉄
道
分
野
に
係
る
特
定
技
能
外
国
人
の
受
入
れ
に
関
す
る
協
議
会
（
次
号
及
び
第
四

号
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。 

三　

協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

四　

協
議
会
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。 
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五　

国
土
交
通
省
が
行
う
調
査
又
は
指
導
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。 

六　

登
録
支
援
機
関
に
適
合
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
の
全
部
の
実
施
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第

二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
登
録
支
援
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
。 

 

附　

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附　

則
（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
四
十
一
号
） 

（
適
用
期
日
） 

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２　

こ
の
告
示
の
適
用
の
際
現
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
技
能
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄

に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
活
動
に
係
る
特
定
産
業
分
野
が
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表

の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
産
業
上
の
分
野
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
法
務
省
令
第
六
号
）
で

定
め
る
産
業
上
の
分
野
の
う
ち
、
鉄
道
分
野
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
在
留
資
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格
に
係
る
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
若
し
く
は
交
付
の
申
請
を
し
て
い
る
者
、
法
第
二
十
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
技
能
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
特
定
技
能
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
の
許
可
の
申
請
を
し
て
い
る
者
に
係
る
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
相
手
方
と
な
る

本
邦
の
公
私
の
機
関
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



〇
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
四
十
二
号 

外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
法
務
省
・

厚
生
労
働
省
令
第
四
号
）
第
十
三
条
第
二
項
第
九
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
人
の

育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
鉄
道
分
野
に
特

有
の
事
情
に
鑑
み
て
告
示
で
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣 

金
子 

恭
之 

外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ

き
鉄
道
分
野
に
特
有
の
事
情
に
鑑
み
て
告
示
で
定
め
る
基
準 

 

（
育
成
就
労
の
内
容
の
基
準
） 

第
一
条 

鉄
道
分
野
に
係
る
外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
第
九
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

申
請
者
（
規
則
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十

一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
に
よ
る
鉄
道
事
業
者
、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
軌
道
経
営
者

そ
の
他
鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
若
し
く
は
車
両
の
整
備
、
車
両
の
製
造
又
は
駅
若
し
く
は

kamiya-m23s
テキストボックス
資料１－３




車
両
の
清
掃
に
係
る
事
業
を
営
む
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 
業
務
区
分
が
運
輸
係
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 
育
成
就
労
外
国
人
に
つ
い
て
、
他
の
者
の
部
分
的
な
支
援
に
よ
り
基
礎
的
な
日
本
語
を
理
解
し
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
水
準
の
日
本
語
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
試
験
そ
の
他
の
評
価
方
法
に
よ
り
証
明
さ
れ
て
い

る
こ
と
。 

ロ 

規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
授
業
科
目
の
授
業
時
間
数
が
百
五
十
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
同
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
育
成
就
労
を
行
わ
せ
る
体
制
の
基
準
） 

第
二
条 

鉄
道
分
野
に
係
る
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

鉄
道
分
野
に
係
る
分
野
別
協
議
会
（
外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
野
別
協
議
会
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

鉄
道
分
野
に
係
る
分
野
別
協
議
会
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

鉄
道
分
野
に
お
け
る
育
成
就
労
外
国
人
の
受
入
れ
に
関
し
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
が
行

う
調
査
、
指
導
、
情
報
の
収
集
、
意
見
の
聴
取
そ
の
他
業
務
に
対
し
て
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ



と
。 

 
附 
則 

こ
の
告
示
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
九
年
四
月
一
日
）
か
ら

適
用
す
る
。 
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鉄道分野における特定技能制度・育成就労制度について

令和８年６月２３日
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鉄道分野における人手不足

鉄道における人手不足の現状

鉄道における人手不足対策

（人手をかけないようにする対策）

・・・省力化・省人化に向けた取組

・・・自動運転の取組

（人手不足を補う対策）

・・・外国人材の活用に向けた取組

・・・その他
2



令和７年度の政府の主な動き

3



令和７年度の政府の主な動き

4

第３回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 資料２－１抜粋

令和８年１月２３日
閣議決定



特定技能制度・育成就労制度における鉄道分野の概要

5



特定技能制度・育成就労制度における鉄道分野の概要

6



特定技能制度・育成就労制度における鉄道分野の概要

7



鉄道分野における特定技能在留外国人数（令和７年１２月末時点）

業務区分 特定技能１号在留外国人数 国籍

軌道整備 14人
試験ルート11人 ベトナム9人

インドネシア5人技能実習ルート3人

電気設備整備 8人 試験ルート8人
ベトナム4人

インドネシア人4人

車両整備 6人
試験ルート6人 ベトナム3人

インドネシア3人技能実習ルート0人

車両製造 26人

試験ルート0人
ベトナム4人

インドネシア17人
中国5人

技能実習ルート26人

検定ルート0人

運輸係員 0人 試験ルート0人 －

駅・車両清掃 0人 試験ルート0人 －

合 計 54人 3カ国

※出入国在留管理庁公表データより作成 8



【鉄道分野】分野別運用方針のポイント（駅・車両清掃区分追加）

9

２ その他特定技能制度の運用に関する重要事項
（１） 業務区分及び特定技能外国人が従事する業務
鉄道分野において設定する業務区分及び１号特定技能外国人が従事する業務は、上
記１（１）①の技能水準にあっては当該技能水準に対応し、それぞれ別表１のc.業務区分
（従事する業務）の欄に定めるとおりとし、上記１（１）②の技能水準にあっては、当該技能
水準に対応する別表２のａ．業務区分の欄に掲げる業務区分と同一の別表１のｃ．業務
区分（従事する業務）の欄に定めるとおりとする。なお、いずれの場合も、これらの業務に
従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支え
ない。

（略）

別表１（第二１及び２関係）

項
番

a. 技能水準 b. 日本語能力水準 c. 業務区分（従事する業務）

６ 鉄道分野特定技能１号評価
試験（駅・車両清掃）

「日本語教育の参照枠」のＡ２．
２相当以上の水準と認められる
もの

駅・車両清掃（車両内部清掃（折り返し清掃含
む）、車両外部清掃、コンコース清掃・駅舎清
掃、ホーム清掃（駅務機器、エレベータ、エス
カレータ清掃含む）、休憩室清掃（駅員・乗務
員用等）等）

9



駅・車両清掃業務における必要な技能・専門性について

鉄道分野における駅・車両清掃業務においても、鉄道の安全・安定輸送を確保するための専門的かつ
特有の技能が求められる。

業
務
イ
メ
ー
ジ

業
務
内
容
例

鉄
道
特
有
の
技
能
例

駅清掃 車両清掃

〇台車・床下機器の清掃

○給油・給水、汚物の抜取り

〇外板の汚れ除去・水洗い

〇床のポリッシャー洗浄・コー

ティング施工

〇座席及び荷物棚のごみ収集

〇座席の回転・除塵

〇テーブル・窓の拭き上げ

〇内方線付点状ブロック、

駅名標、行先案内表示器、

転落防止柵等の清掃

〇ポリッシャー洗浄・吸水

〇モップによる拭き上げ

○線路近接箇所における運行支障範囲を意識した作業

○高圧電線との離隔ルールの遵守

○線路横断を伴う移動や列車見張員と連携した清掃

○非常停止ボタン等の機器の取扱いや異常時の対応

○ダイヤ乱れ時の停車時間等に応じた臨機応変な作業

〇駅務機器（出改札機器、

ホームドア、非常停止ボタン

等）の除塵、拭き上げ

○設備の使用法に習熟し、誤作動を起こさない清掃

○ホーム上の傾斜等に留意した機材の取扱い

○駅務機器の取扱い等に関する旅客からの問い合わせ対応

○不審物発見時等の駅係員・乗務員との連携

○施設不具合時には鉄道会社関係箇所へ連携

10



【鉄道分野】分野別運用方針のポイント（育成就労：主たる技能）

11

２ 育成就労外国人の育成に関する事項

鉄道分野において設定する主たる技能は、別表２のａ．業務区分の欄に掲げる業務区分に
対応し、それぞれ同表のｂ．主たる技能の欄に定めるとおりとする。その上で、育成就労計画
に沿って、３年間の育成就労期間を通じて当該主たる技能を修得するために必要な業務に
一定時間計画的に従事させることにより、当該業務と関連するそれぞれの業務区分の範囲
内の業務を経験させることとあいまって、鉄道分野に属する相当程度の知識又は経験を必
要とする技能を有する人材を育成する。



【鉄道分野】分野別運用方針のポイント（在籍型出向）

12

（２） 特定技能外国人の雇用形態
ア 雇用形態
鉄道分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態（同時に鉄道分野の２事業者を 

特定技能所属機関とする在籍型出向形態を含む。）とする。

イ 在籍型出向の形態により受け入れる必要性
鉄道分野においては、従前から相互に密接に関連する企業間において技能を要する業務  

（鉄道分野において受け入れる特定技能外国人に必要とされる技能を要する業務を含む。）を
委託等するに当たり、在籍型出向形態により当該技能に係る教育・研修を行っている実態があ
り、特定技能制度においても特定産業分野に属する技能の一層の向上を目的として、安定的
な業務委託等の関係のある機関間において、一定期間在籍型出向形態により鉄道分野の同
一の業務区分に属する業務に従事させるために特定技能外国人を受け入れることが必要不可
欠である。

ウ 在籍型出向を活用して受け入れる場合における懸念を払拭するために講じる措置
鉄道分野において特定技能外国人の在籍型出向形態を認めるに当たり、特定技能外国人

の雇用の安定や１号特定技能外国人への支援を確実に担保するため、国土交通省において、
在籍型出向を行う出向元・出向先の特定技能所属機関を把握し、当該機関同士が適切に在籍
型出向を行うことができることを確認した上で、出向期間中における所定内賃金等の待遇が出
向元におけるものに比べ維持又は向上されることや在籍型出向に係る期間（１号特定技能外
国人については１年につき通算４月を超えない期間とする。）における１号特定技能外国人支
援を行う主体等を事前に確認する。



在籍型出向について

13

厚生労働省 『在籍型出向 「基本がわかる」ハンドブック』 抜粋



在籍型出向について

14

公益財団法人 産業雇用安定センター『出向の進め方』 抜粋



【鉄道分野】分野別運用方針のポイント（転籍制限）

15

３ 育成就労産業分野における本人の意向による育成就労実施者の変更（転籍）に関する
事項
（１） 本人の意向による転籍に当たって必要となる技能水準及び日本語能力水準

鉄道分野において育成就労外国人が本人の意向による転籍を行うに当たって必要とな
る技能水準及び日本語能力水準は、以下に定める試験にそれぞれ合格していることとする。

ア 技能水準
別表２のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの

イ 日本語能力水準
「日本語教育の参照枠」のＡ２．１相当以上の水準と認められるもの（ただし、運輸係員
の業務区分については「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水準と認められる
もの）

（２） 転籍制限期間
転籍制限期間は１年とする。



【鉄道分野】分野別運用方針のポイント（公租公課）

16

（４） 公租公課に関する必要な措置
特定技能外国人、育成就労外国人、特定技能所属機関及び育成就労実施者は、納付す

べき公租公課を適切に支払う責務があり、また、国土交通省は、これらの者が納付すべき
公租公課の未納を防ぐため、制度を所管する行政機関と連携の上、必要な措置を講じる。

外国人材への
周知の例

出典：出入国在留管理庁
『生活・仕事ガイドブック』



2026/3/6(金)中野技術企画課長 新白河視察・講演

←特定技能人材育成研修における講演

↓研修生は１１３名（３会場に分散）

↑軌道整備の研修 ↑電気設備整備の研修 ↑マスコミによる取材の様子
17



18

✓ 日本で安心して生活するために必要なことや大事なことを、お知らせするサイトです。

✓ 色々な言葉で書いた、国からのお知らせなどを見ることができます。

URL：https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

外国人生活支援ポータルサイト

外国人生活支援ポータルサイト

がい こく じん せい かつ し えん ぽ ー た る さ い と

がいこく じんせいかつ し えん ぽ ー た る さ い と

にほん あんしん せいかつ ひつよう だい じ し

いろいろ ことば か くに し み

令和8年3月6日新白河講演資料 抜粋
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生活オリエンテーション動画

✓ 日本での生活を考えている外国人の方や日本に住んでいる外国人の方がより円滑に日

本で生活できるよう、日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画です。

✓ 生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを

17言語で紹介しています。

URL：https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html

生活オリエンテーション動画

せい かつ お り え ん て ー し ょ ん どう が

せいかつ お り え ん て ー し ょ ん どう が

にほん せいかつ かんが がいこくじん かた にほん す がいこくじん かた えんかつ に

ほん せいかつ にほん せいかつ る ー る など しょうかい せいかつ お り え ん て ー し ょ ん どうが

せいかつじょう る ー る しごと ぜいきん にほん せいかつ ひつよう きほんてき じょうほう る ー る

げんご しょうかい

令和8年3月6日新白河講演資料 抜粋
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生活・仕事ガイドブック

✓ 日本に在留する外国人が安全・安心に生活・就労できるようにするために必要な基礎

的情報を取りまとめ、掲載したものです。

✓ 本ガイドブックについては、出入国在留管理庁のホームページに開設した「外国人

生活支援ポータルサイト」において、多言語版（１８言語）を掲載しています。

URL：https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

生活・仕事ガイドブック

せい かつ し ごと が い ど ぶ っ く

せいかつ し ごと が い ど ぶ っ く

にほん ざいりゅう がいこくじん あんぜん あんしん せいかつ しゅうろう ひつよう き そ

てき じょうほう と けいさい

ほん が いど ぶ っ く しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう ほ ー む ぺ ー じ かいせつ がいこくじん

せいかつ しえん ぽ ー た る さ いと た げん ご ばん げんご けいさい

令和8年3月6日新白河講演資料 抜粋



特定技能・育成就労制度における運輸係員区分の日本語要件

○ 運転士を含む運輸係員は、緊急時の対応が求められるため、特定技能１号において鉄道分野に
おける他区分よりも一段高い日本語能力要件を設けている。

○ 上記より、主たる技能に関する業務に従事する時間及び日本語講習時間を十分確保する観点か
ら、育成就労の入国時においても他分野よりも一段高い日本語能力要件等を設けている。

日本語レベル 高

※認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程における時間数を指し、既に日本語能力の目標が達成されている場合等、一部又は
 全部が免除可能となる場合がある。

特定技能
１号開始時
（育成就労終了時）

特定技能
１号開始時
（育成就労終了時）

就労
開始時
就労
開始時

入国時入国時

育成就労 特定技能１号

「日本語教育の参照枠」

A1相当以上
「日本語教育の参照枠」

A2.2相当以上
「日本語教育の参照枠」

B1相当以上
日本語講習

150時間以上※
日本語講習

150時間以上※

規定無し
「日本語教育の参照枠」

A1相当以上
「日本語教育の参照枠」

A2.2相当以上
日本語講習

100時間以上※
日本語講習

100時間以上※
日本語講習

100時間以上※
日本語講習

100時間以上※

鉄
道
分
野

５
業
務
区
分

運
輸
係
員

区
分

（施行規則第13条
第2項第7号ヘ）

（施行規則第13条
第2項第8号）

（上乗せ告示第1条
第2項ロ）（上乗せ告示第1条第2項イ）

（施行規則第13条
第2項第7号ヘ）

日本語講習
100時間以上※
日本語講習

100時間以上※

入国後講習
期間

入国後講習
期間

就労
期間
就労
期間

21



分野別協議会機能の強化について

22

第９回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 資料１－２抜粋



鉄道分野特定技能協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本協議会の名称は、鉄道分野特定技能協議会（以下「協議会」という。）とする。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能

所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要

な措置を講ずることを目的とする。 

 

（活動内容） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

一 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知 

二 特定技能外国人の受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討 

三 特定技能所属機関及び登録支援機関（以下「特定技能所属機関等」という。）に対する法令

遵守の啓発 

四 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援（特定技能所属機関

等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な検討） 

五 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析 

六 地域別の人手不足の状況の把握・分析 

七 上記六を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整（看過しがたい偏在が

生じた場合の協議会による大都市圏等での受入れの自粛要請や特定技能所属機関による他の

機関に雇用されている特定技能外国人の引き抜きの自粛要請等を含む。） 

八 特定技能所属機関等が構成員であることの証明 

九 特定技能外国人に係る「育成・キャリア形成プログラム」の策定・更新 

十 行動規範の策定・更新 

十一 特定技能外国人及び特定技能所属機関に対する、公租公課の納入に係る啓発 

十二 特定技能所属機関等からの相談に応じる窓口の設置 

十三 特定技能所属機関等に対する定期的な実地調査等の実施 

十四 その他、前条の目的を達成するために必要な情報・課題の共有、協議等 

 

（構成員） 

第４条 協議会は、次に掲げる構成員をもって組織する。 

一 有識者 

二 特定技能所属機関（特定技能外国人の雇用を予定している者を含む。） 

三 登録支援機関 

四 業界団体等 

五 試験実施機関 

六 警察庁 

kamiya-m23s
テキストボックス
資料２




七 出入国在留管理庁 

八 外務省 

九 厚生労働省 

十 国土交通省 

２．構成員は、前条に規定する協議会の活動に対し、必要な協力を行う。 

 

（会議） 

第５条 協議会の招集は、事務局が行う。 

２ 協議会は、事務局の判断により、書面その他の簡易な方法により開催することができる。 

３ 協議会は、事務局が必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見

を聴取することができる。 

 

（決議） 

第６条 協議会は、第３条第７号に規定する自粛要請その他の事務局が特に必要と認める事項に関

して、構成員又は事務局により発議された決議案を、構成員による有効投票数の半数以上の賛

成を得て決議することができる。議決権の割り当ては、別途定める。 

 

（事務局） 

第７条 協議会の事務は、国土交通省鉄道局技術企画課が行う。 

 

（入会、退会等） 

第８条 協議会の構成員となろうとする特定技能所属機関等は、事務局の定める様式により、届出

を行うものとする。 

２ 特定技能所属機関等は、前項の届出事項のうち事務局が指定する事項について変更がある場合、

事務局の定める様式により、変更の届出を行うものとする。 

３ 事務局は、第１項の届出を受理した場合、特定技能所属機関等に対して、その旨を書面にて回

答するものとする。 

４ 事務局は、すでに構成員となっている特定技能所属機関等の求めがあった場合には、当該特定

技能所属機関等が協議会の構成員であることを証明する書面を発行することができる。 

５ 特定技能外国人の受入れを終了した等の理由により協議会の構成員でなくなった特定技能所

属機関等は、事務局が定める様式により、届出を行うものとする。 

 

（雑則） 

第９条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は別において定める。 

 

附則 

この規約は、令和６年８月１４日より施行する。 

 附則 

この規約は、令和８年６月２３日より施行する。 



鉄道分野特定技能協議会 運営規程 

国鉄技 第 １６ 号 

令和６年８月１４日 

改正 国鉄技 第 ２７ 号 

令和８年６月２３日 

 

鉄道分野特定技能協議会規約第９条に基づき、本運営規程を定める。 

 

 

（入会の届出） 

第１条 鉄道分野特定技能協議会規約（以下「規約」という。）第８条第１項に規定する届出は、

国土交通省鉄道局技術企画課（その委託を受けた者がいるときはその者。以下同じ。）まで、特

定技能所属機関にあっては第１号様式を、登録支援機関にあっては第２号様式をメールで送付

することにより行うこととする。 

２ 規約第８条第３項に規定する回答は、国土交通省鉄道局技術企画課によりメールで送付するこ

とにより行うこととし、入会を認める場合は併せて登録番号を通知する。 

 

（変更の届出） 

第２条 規約第８条第２項に規定する届出は、国土交通省鉄道局技術企画課まで、特定技能所属機

関にあっては第３号様式を、登録支援機関にあっては第４号様式をメールで送付することによ

り行う。 

２ 前項の届出を受理した場合、国土交通省鉄道局技術企画課はその旨をメールで送付する。 

 

（構成員資格の証明） 

第３条 規約第８条第４項に規定する書面の発行を受けようとする者は、特定技能所属機関にあっ

ては第５号様式を、登録支援機関にあっては第６号様式を国土交通省鉄道局技術企画課までメ

ールで送付することにより申請を行うこととする。 

２ 前項の書面の発行は、国土交通省鉄道局技術企画課においてメールで送付することにより行う。 

 

（退会の届出） 

第４条 規約第８条第５項に規定する届出は、特定技能所属機関にあっては第７号様式を、登録支

援機関にあっては第８号様式を国土交通省鉄道局技術企画課までメールで送付することにより

行う。 

２ 前項の届出を受理した場合、国土交通省鉄道局技術企画課はその旨をメールで送付する。 

 

（情報の公表） 

第５条 協議会の資料は、個人情報の保護等の措置が必要な場合を除き、原則公表する。 

 

（書類の保存） 



第６条 協議会に関する届出その他の書類の保存期間は、３年とする。 

２ 前項の保存期間は、取得又は作成の日の属する年度の翌年度の４月１日から起算する。 

 

（構成員の遵守事項） 

第７条 協議会の構成員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

一 特定技能外国人の個人に係る情報その他適切に保護することが望ましい情報の保護を適切に

行うこと。 

二 出入国管理及び難民認定法その他法令を遵守すること。 

三 他の機関に雇用されている特定技能外国人、技能実習生若しくは育成就労外国人に対する引き

抜き又はその幇助を行わないこと。 

四 特定技能外国人の看過しがたい偏在が生じた場合、協議会による大都市圏等での受入れの自粛

要請に従うこと。 

五 技能実習２号を良好に修了していない等、技能について疑義のある特定技能外国人を雇用しな

いこと。 

六 協議会の定める届出を適切に実施すること。 

七 協議会の行う調査等に対して必要な協力を実施すること。 

八 協議会の定める特定技能外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範を遵守する

こと（特定技能所属機関、登録支援機関及び業界団体等に限る。）。 

九 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること（特定技能所属機関に限る。）。 

２ 協議会は、その決議により、前項の事項を遵守しない特定技能所属機関等を退会させることが

できる。 

 

  



第１号様式 

 

鉄道分野特定技能協議会加入届出書 兼 構成員資格証明書（特定技能所属機関） 

 

鉄道分野特定技能協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野特定技能協議会に入会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

１．届出事項 

特定技能所属機関 

（受入れ企業）名称 
 

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

特定技能外国人が 

従事する業務区分 
軌道整備/電気設備整備/車両整備/車両製造/運輸係員/駅・車両清掃 

特定技能外国人の 

主な就労場所（住所含む） 
 

支援計画の一部又は全部の実

施を委託する場合、登録支援機

関名称 

 

特定技能外国人を特定技能所

属機関が受け入れる日（見込

み） 

（元号）   年  月  日 

特定技能外国人の 

国籍･地域及び人数 

（国籍・地域）          （人数）   人 

                        人 

                        人 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

【添付書類】 

鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者以外の事業者については、鉄道事業

又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備、車両の製造又は駅若しくは車両の清掃に

係る事業を営む者であることを証明する書類の写し等（鉄道事業者や軌道経営者等からの業務

委託契約書の写し等）。 

２．遵守事項 

  協議会への加入にあたり、鉄道分野特定技能協議会運営規程第７条第１項に定める事項を遵

守することを誓約いたします。 

※遵守すべき事項を怠った場合は、協議会から退会となる可能性があり、特定技能外国人の

受入れができなくなります。 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理し、鉄道分野特定技能協議会の構成員となることを認めます。 

 

 

 

受付日・受付番号 

 

 

協議会構成員番号 

 

 



第２号様式 

 

 

鉄道分野特定技能協議会加入届出書 兼 構成員資格証明書（登録支援機関） 

 

鉄道分野特定技能協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野特定技能協議会に入会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

１．届出事項 

登録支援機関名称 

及び登録番号 

 

                  
 

   －       

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

支援計画の一部又は全部の実施

の委託元となる特定技能所属機

関名称 

 

特定技能外国人を特定技

能所属機関が受け入れる

日（見込み） 

（元号）   年  月  日 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

  

２．遵守事項 

  協議会への加入にあたり、鉄道分野特定技能協議会運営規程第７条第１項に定める事項を遵

守することを誓約いたします。 

※遵守すべき事項を怠った場合は、協議会から退会となる可能性があり、特定技能外国人の受

入れができなくなります。 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理し、鉄道分野特定技能協議会の構成員となることを認めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 

協議会構成員番号 

 

 



第３号様式 

 

 

鉄道分野特定技能協議会構成員 変更届出書（特定技能所属機関） 

 

 

鉄道分野特定技能協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野特定技能協議会の構成員としての情報を変更したいので、以下のとおり届

出いたします。 

 

申請者（変更があった場合は変更前のもの） 

特定技能所属機関 

（受入れ企業）名称 
 

代表者（役職・氏名）                         

協議会構成員番号                         

 

届出事項（変更後） 

☐ 
特定技能所属機関 

（受入れ企業）名称 
 

☐ 所在地 
〒 

 

☐ 代表者（役職・氏名）                         

☐ 
特定技能外国人が 

従事する業務区分 
軌道整備/電気設備整備/車両整備/車両製造/運輸係員/駅・車両清掃 

☐ 
特定技能外国人の主な就労場所 

（住所含む） 
 

☐ 
支援計画の一部又は全部の実施を委

託する場合、登録支援機関名称 
 

☐ 
特定技能外国人の 

国籍･地域及び人数 

（国籍・地域）          （人数）   人 

                        人 

                        人 

☐ 担当者氏名  電話番号  

☐ 担当者電子メール  

↑ 今回変更しようとする事項について、□を■にしてください。 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理します。 

 

受付日・受付番号 

 

 



第４号様式 

 

 

鉄道分野特定技能協議会構成員 変更届出書（登録支援機関） 

 

 

鉄道分野特定技能協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野特定技能協議会の構成員としての情報を変更したいので、以下のとおり届

出いたします。 

 

 申請者（変更があった場合は変更前のもの） 

登録支援機関 名称  

代表者（役職・氏名）                         

協議会構成員番号                         

 

 

届出事項（変更後） 

☐ 
登録支援機関名称 

及び登録番号 

 

                  
 

   －       

☐ 所在地 
〒 

 

☐ 代表者（役職・氏名）                         

☐ 

支援計画の一部又は全部の実施

の委託元となる特定技能所属機

関名称 

 

☐ 担当者氏名  電話番号  

☐ 担当者電子メール  

↑ 今回変更しようとする事項について、□を■にしてください。 

 
 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理します。 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 



第５号様式 

 

 

鉄道分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書 兼 資格証明書（特定技能所属機関） 

 

 

鉄道分野特定技能協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野特定技能協議会の構成員である旨の証明を受けたいので、以下のとおり申請いたしま

す。 

 

申請事項 

特定技能所属機関 

（受入れ企業）名称 
 

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

特定技能外国人が 

従事する業務区分 
軌道整備/電気設備整備/車両整備/車両製造/運輸係員/駅・車両清掃 

特定技能外国人の 

主な就労場所（住所含

む） 

 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 鉄道分野特定技能協議会の構成員であることを証明します。 

 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 



第６号様式 

 

 

鉄道分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書兼 資格証明書（登録支援機関） 

 

 

鉄道分野特定技能協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野特定技能協議会の構成員である旨の証明を受けたいので、以下のとおり申請いたしま

す。 

 

申請事項 

登録支援機関名称 

及び登録番号 

 

                  
 

   －       

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 鉄道分野特定技能協議会の構成員であることを証明します。 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 



第７号様式 

 

 

鉄道分野特定技能協議会退会届出書（特定技能所属機関） 

 

 

鉄道分野特定技能協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野特定技能協議会を退会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

届出事項 

特定技能所属機関 

（受入れ企業）名称 
 

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

退会の事由 

該当する項目の□を■にしてください。 

☐ 鉄道分野に係る特定技能外国人を雇用しなくなったため 

☐ その他（                  ） 

 

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理します。 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 



第８号様式 

 

 

鉄道分野特定技能協議会退会届出書（登録支援機関） 

 

 

鉄道分野特定技能協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

鉄道分野特定技能協議会を退会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

届出事項 

登録支援機関名称 

及び登録番号 

 

                  
    －       

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                          

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

退会の事由 

該当する項目の□を■にしてください。 

☐ 鉄道分野に係る特定技能外国人の支援を行わなくなった 

ため 

☐ その他（                  ） 

 

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理します。 

 

 

 

受付日・受付番号 

 

 



 

鉄道分野育成就労協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本協議会の名称は、鉄道分野育成就労協議会（以下「協議会」という。）とする。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、その構成員が相互に連絡を図ることにより、育成就労の適正な実施及び育成就

労外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、鉄道分野

の実情を踏まえた育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する取組について協議

を行い、必要な措置を講ずることを目的とする。 

 

（活動内容） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

一 育成就労外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知 

二 育成就労外国人の受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討 

三 育成就労実施者及び監理支援機関（以下「育成就労実施者等」という。）に対する法令遵守

の啓発 

四 育成就労実施者の倒産時等における育成就労外国人に対する転職支援（育成就労実施者等が

支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な検討） 

五 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析 

六 地域別の人手不足の状況の把握・分析 

七 上記六を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整（看過しがたい偏在が

生じた場合の協議会による大都市圏等での受入れの自粛要請や育成就労実施者による他の機

関に雇用されている育成就労外国人の引き抜きの自粛要請等を含む。） 

八 育成就労実施者等が構成員であることの証明 

九 育成就労外国人に係る「育成・キャリア形成プログラム」の策定・更新 

十 行動規範の策定・更新 

十一 育成就労外国人及び育成就労実施者に対する、公租公課の納入に係る啓発 

十二 育成就労実施者等からの相談に応じる窓口の設置 

十三 育成就労実施者等に対する定期的な実地調査等の実施 

十四 その他、前条の目的を達成するために必要な情報・課題の共有、協議等 

 

（構成員） 

第４条 協議会は、次に掲げる構成員をもって組織する。 

一 有識者 

二 育成就労実施者（育成就労外国人の雇用を予定している者を含む。） 

三 監理支援機関 

四 業界団体等 

五 試験実施機関 
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六 外国人技能実習機構（外国人育成就労機構が設立されたとき以降は、外国人育成就労機構） 

七 警察庁 

八 出入国在留管理庁 

九 外務省 

十 厚生労働省 

十一 国土交通省 

２．構成員は、前条に規定する協議会の活動に対し、必要な協力を行う。 

 

（会議） 

第５条 協議会の招集は、事務局が行う。 

２ 協議会は、事務局の判断により、書面その他の簡易な方法により開催することができる。 

３ 協議会は、事務局が必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見

を聴取することができる。 

 

（決議） 

第６条 協議会は、第３条第７号に規定する自粛要請その他の事務局が特に必要と認める事項に関

して、構成員又は事務局により発議された決議案を、構成員による有効投票数の半数以上の賛

成を得て決議することができる。議決権の割り当ては、別途定める。 

 

（事務局） 

第７条 協議会の事務は、国土交通省鉄道局技術企画課が行う。 

 

（入会、退会等） 

第８条 協議会の構成員となろうとする育成就労実施者等は、事務局の定める様式により、届出を

行うものとする。 

２ 育成就労実施者等は、前項の届出事項のうち事務局が指定する事項について変更がある場合、

事務局の定める様式により、変更の届出を行うものとする。 

３ 事務局は、第１項の届出を受理した場合、育成就労実施者等に対して、その旨を書面にて回答

するものとする。 

４ 事務局は、すでに構成員となっている育成就労実施者等の求めがあった場合には、当該育成就

労実施者等が協議会の構成員であることを証明する書面を発行することができる。 

５ 育成就労外国人の受入れを終了した等の理由により協議会の構成員でなくなった育成就労実

施者等は、事務局が定める様式により、届出を行うものとする。 

 

（雑則） 

第９条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は別において定める。 

 

附則 

この規約は、令和８年６月２３日より施行する。 



 

鉄道分野育成就労協議会 運営規程 

国鉄技 第 ２８ 号 

令和８年６月２３日 

 

鉄道分野育成就労協議会規約第９条に基づき、本運営規程を定める。 

 

 

（入会の届出） 

第１条 鉄道分野育成就労協議会規約（以下「規約」という。）第８条第１項に規定する届出は、

国土交通省鉄道局技術企画課（その委託を受けた者がいるときはその者。以下同じ。）まで、育

成就労実施者にあっては第１号様式を、監理支援機関にあっては第２号様式をメールで送付す

ることにより行うこととする。 

２ 規約第８条第３項に規定する回答は、国土交通省鉄道局技術企画課によりメールで送付するこ

とにより行うこととし、入会を認める場合は併せて登録番号を通知する。 

 

（変更の届出） 

第２条 規約第８条第２項に規定する届出は、国土交通省鉄道局技術企画課まで、育成就労実施者

にあっては第３号様式を、監理支援機関にあっては第４号様式をメールで送付することにより

行う。 

２ 前項の届出を受理した場合、国土交通省鉄道局技術企画課はその旨をメールで送付する。 

 

（構成員資格の証明） 

第３条 規約第８条第４項に規定する書面の発行を受けようとする者は、育成就労実施者にあって

は第５号様式を、監理支援機関にあっては第６号様式を国土交通省鉄道局技術企画課までメー

ルで送付することにより申請を行うこととする。 

２ 前項の書面の発行は、国土交通省鉄道局技術企画課においてメールで送付することにより行う。 

 

（退会の届出） 

第４条 規約第８条第５項に規定する届出は、育成就労実施者にあっては第７号様式を、監理支援

機関にあっては第８号様式を国土交通省鉄道局技術企画課までメールで送付することにより行

う。 

２ 前項の届出を受理した場合、国土交通省鉄道局技術企画課はその旨をメールで送付する。 

 

（情報の公表） 

第５条 協議会の資料は、個人情報の保護等の措置が必要な場合を除き、原則公表する。 

 

（書類の保存） 

第６条 協議会に関する届出その他の書類の保存期間は、３年とする。 

２ 前項の保存期間は、取得又は作成の日の属する年度の翌年度の４月１日から起算する。 



 

 

（構成員の遵守事項） 

第７条 協議会の構成員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

一 育成就労外国人の個人に係る情報その他適切に保護することが望ましい情報の保護を適切

に行うこと。 

二 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律その他法令を遵守

すること。 

三 他の機関に雇用されている特定技能外国人、技能実習生若しくは育成就労外国人に対する引

き抜き又はその幇助を行わないこと。 

四 育成就労外国人の看過しがたい偏在が生じた場合、協議会による大都市圏等での受入れの自

粛要請に従うこと。 

五 協議会の定める届出を適切に実施すること。 

六 協議会の行う調査等に対して必要な協力を実施すること。 

七 協議会の定める育成就労外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範を遵守す

ること（育成就労実施者、監理支援機関及び業界団体等に限る。）。 

八 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること（育成就労実施者に限る。）。 

２ 協議会は、その決議により、前項の事項を遵守しない育成就労実施者等を退会させることがで

きる。 

  



 

第１号様式 

 

鉄道分野育成就労協議会加入届出書 兼 構成員資格証明書（育成就労実施者） 

 

鉄道分野育成就労協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野育成就労協議会に入会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

１．届出事項 

育成就労実施者 

（受入れ企業）名称 
 

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

育成就労外国人が 

従事する業務区分 
軌道整備/電気設備整備/車両整備/車両製造/運輸係員/駅・車両清掃 

育成就労外国人の 

主な就労場所（住所含む） 
 

監理型育成就労の場合、監理支

援機関名称 
 

育成就労外国人を育成就労実

施者が受け入れる日（見込み） 
（元号）   年  月  日 

育成就労外国人の 

国籍･地域及び人数 

（国籍・地域）          （人数）   人 

                        人 

                        人 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

【添付書類】 

鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者以外の事業者については、鉄道事業

又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備、車両の製造又は駅若しくは車両の清掃に

係る事業を営む者であることを証明する書類の写し等（鉄道事業者や軌道経営者等からの業務

委託契約書の写し等）。 

２．遵守事項 

  協議会への加入にあたり、鉄道分野育成就労協議会運営規程第７条第１項に定める事項を遵

守することを誓約いたします。 

※遵守すべき事項を怠った場合は、協議会から退会となる可能性があり、育成就労外国人の

受入れができなくなります。 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理し、鉄道分野育成就労協議会の構成員となることを認めます。 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 

協議会構成員番号 

 

 



 

第２号様式 

 

 

鉄道分野育成就労協議会加入届出書 兼 構成員資格証明書（監理支援機関） 

 

鉄道分野育成就労協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野育成就労協議会に入会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

１．届出事項 

監理支援機関名称 

及び許可番号 

 

                  
 

 

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

監理支援を行う育成就労実施者

名称 
 

育成就労外国人を育成就

労実施者が受け入れる日

（見込み） 

（元号）   年  月  日 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

  

２．遵守事項 

  協議会への加入にあたり、鉄道分野育成就労協議会運営規程第７条第１項に定める事項を遵

守することを誓約いたします。 

※遵守すべき事項を怠った場合は、協議会から退会となる可能性があり、育成就労外国人の受

入れができなくなります。 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理し、鉄道分野育成就労協議会の構成員となることを認めます。 

 

 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 

協議会構成員番号 

 

 



 

第３号様式 

 

 

鉄道分野育成就労協議会構成員 変更届出書（育成就労実施者） 

 

 

鉄道分野育成就労協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野育成就労協議会の構成員としての情報を変更したいので、以下のとおり届

出いたします。 

 

申請者（変更があった場合は変更前のもの） 

育成就労実施者 

（受入れ企業）名称 
 

代表者（役職・氏名）                         

協議会構成員番号                         

 

届出事項（変更後） 

☐ 
育成就労実施者 

（受入れ企業）名称 
 

☐ 所在地 
〒 

 

☐ 代表者（役職・氏名）                         

☐ 
育成就労外国人が 

従事する業務区分 
軌道整備/電気設備整備/車両整備/車両製造/運輸係員/駅・車両清掃 

☐ 
育成就労外国人の主な就労場所 

（住所含む） 
 

☐ 
監理型育成就労の場合、監理支援機

関名称 
 

☐ 
育成就労外国人の 

国籍･地域及び人数 

（国籍・地域）          （人数）   人 

                        人 

                        人 

☐ 担当者氏名  電話番号  

☐ 担当者電子メール  

↑ 今回変更しようとする事項について、□を■にしてください。 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理します。 

  

受付日・受付番号 

 

 



 

第４号様式 

 

 

鉄道分野育成就労協議会構成員 変更届出書（監理支援機関） 

 

 

鉄道分野育成就労協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野育成就労協議会の構成員としての情報を変更したいので、以下のとおり届

出いたします。 

 

 申請者（変更があった場合は変更前のもの） 

監理支援機関 名称  

代表者（役職・氏名）                         

協議会構成員番号                         

 

 

届出事項（変更後） 

☐ 
監理支援機関名称 

及び許可番号 

 

                  
 

 

☐ 所在地 
〒 

 

☐ 代表者（役職・氏名）                         

☐ 
監理支援を行う育成就労実施者

名称 
 

☐ 担当者氏名  電話番号  

☐ 担当者電子メール  

↑ 今回変更しようとする事項について、□を■にしてください。 

 
 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理します。 

 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 



 

第５号様式 

 

 

鉄道分野育成就労協議会構成員資格証明書発行申請書 兼 資格証明書（育成就労実施者） 

 

 

鉄道分野育成就労協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野育成就労協議会の構成員である旨の証明を受けたいので、以下のとおり申請いたしま

す。 

 

申請事項 

育成就労実施者 

（受入れ企業）名称 
 

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

育成就労外国人が 

従事する業務区分 
軌道整備/電気設備整備/車両整備/車両製造/運輸係員/駅・車両清掃 

育成就労外国人の 

主な就労場所（住所含

む） 

 

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 鉄道分野育成就労協議会の構成員であることを証明します。 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 



 

第６号様式 

 

 

鉄道分野育成就労協議会構成員資格証明書発行申請書 兼 資格証明書（監理支援機関） 

 

 

鉄道分野育成就労協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野育成就労協議会の構成員である旨の証明を受けたいので、以下のとおり申請いたしま

す。 

 

申請事項 

監理支援機関名称 

及び許可番号 

 

                  
 

 

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 鉄道分野育成就労協議会の構成員であることを証明します。 

 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 



 

第７号様式 

 

 

鉄道分野育成就労協議会退会届出書（育成就労実施者） 

 

 

鉄道分野育成就労協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

 鉄道分野育成就労協議会を退会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

届出事項 

育成就労実施者 

（受入れ企業）名称 
 

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                           

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

退会の事由 

該当する項目の□を■にしてください。 

☐ 鉄道分野に係る育成就労外国人を雇用しなくなったため 

☐ その他（                  ） 

 

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理します。 

 

 

  

受付日・受付番号 

 

 



 

第８号様式 

 

 

鉄道分野育成就労協議会退会届出書（監理支援機関） 

 

 

鉄道分野育成就労協議会 事務局 殿 

（元号）  年  月  日 

 

鉄道分野育成就労協議会を退会したいので、以下のとおり届出いたします。 

 

届出事項 

監理支援機関名称 

及び許可番号 

 

                  
 

 

協議会構成員番号  

所在地 
〒 

 

代表者（役職・氏名）                          

担当者氏名  電話番号  

担当者電子メール  

退会の事由 

該当する項目の□を■にしてください。 

☐ 鉄道分野に係る監理支援を行わなくなったため 

☐ その他（                  ） 

 

 

 

（協議会事務局使用欄） 

 上記届出を受理します。 

 

 

 

受付日・受付番号 

 

 



鉄道分野特定技能協議会 決議 

 

特定技能外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範 

 

本協議会は、本行動規範の遵守を特定技能所属機関、登録支援機関及び業界団体等（以

下、「特定技能所属機関等」という）に強く求めるとともに、これに違反する特定技能所

属機関等に対しては、本協議会からの退会を含め厳正に対処し、もって本分野における円

滑かつ適正な外国人の受入れを実現する。 

 

１． 鉄道分野における特定技能外国人の円滑かつ適正な受入れを実現するため、特定技

能所属機関等は、ここで定める行動規範を遵守する。 

 

２．特定技能所属機関等は、特定技能外国人の受入れに当たり、出入国管理関係法令、労

働関係法令、社会保険関連法令等を遵守するとともに、特定技能外国人の人権を尊重

し、適正な雇用環境の確保を推進する。 

 

３．特定技能所属機関等は、特定技能制度の意義を理解し、特定技能外国人受入れの前提

として、生産性向上のための取組や国内人材の確保のための取組（処遇改善や安全衛生

対策を含む。）を推進する。 

 

４．特定技能所属機関等は、特定技能外国人との相互理解を深め、それぞれの文化や慣習

を尊重し、鉄道事業の健全な発展や、地域における共生社会の実現に貢献する。 

 

５．特定技能所属機関等は、悪質な仲介事業者（ブローカー）及び反社会的勢力との関係

遮断を徹底する。 

 

６．特定技能所属機関は、特定技能制度への理解を深め、特定技能外国人が法令や社会生

活上のルール等を遵守して本邦に在留できるよう指導、相談対応及び助言を行う。この

際、「やさしい日本語」を用いるなど、特定技能外国人と適切なコミュニケーションを

図るように努める。 

 

７．特定技能所属機関は、自ら納付すべき公租公課を適切に支払うとともに、特定技能外

国人が納付すべき公租公課を適切に支払うよう指導する。 

 

８．特定技能所属機関は、特定技能外国人が外国人であることを理由として差別的な取扱

いを受けない就労環境を確保する。 
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９．特定技能所属機関は、暴力、暴言、いじめ及びハラスメントがない就労環境を確保す

る。 

 

10．特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、雇用期間や技能の習熟等に応じて昇給

を行うこと等により、技能と経験に見合った適切な処遇を確保する。 

 

11．特定技能所属機関は、労働安全衛生の重要性を理解し、文化及び言語が異なる特定技

能外国人の背景事情を踏まえた適切な労働安全衛生教育及び労働安全衛生管理を行うこ

とにより、労働災害の防止に努める。 

 

12．特定技能所属機関は、国土交通省が関係業界等と協働して策定する育成・キャリア形

成プログラムを参照し、技能修得や資格取得を促すなど、特定技能外国人が適切にキャ

リアアップできるように努める。 

 

13. 特定技能所属機関等は、大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労すること

とならないようにするために、対応策の検討・調整（看過しがたい偏在が生じた場合の

協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や特定技能所属機関による他の機関に雇用

されている特定技能外国人の引き抜きの自粛要請等への対応を含む。）を行う。 

 

14．特定技能所属機関等は、本協議会の構成員資格に係る基準に適合しないこととなった

ときは、その旨を本協議会に報告する。 

 

15．特定技能所属機関等は、ここで定める行動規範に違反する事案を把握したときは、必

要な措置を講じるとともに、当該事案について本協議会に報告する。 

 



鉄道分野育成就労協議会 決議 

 

育成就労外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範 

 

本協議会は、本行動規範の遵守を育成就労実施者、監理支援機関及び業界団体等（以

下、「育成就労実施者等」という）に強く求めるとともに、これに違反する育成就労実施

者等に対しては、本協議会からの退会を含め厳正に対処し、もって本分野における円滑か

つ適正な外国人の受入れを実現する。 

 

１． 鉄道分野における育成就労外国人の円滑かつ適正な受入れを実現するため、育成就

労実施者等は、ここで定める行動規範を遵守する。 

 

２．育成就労実施者等は、育成就労外国人の受入れに当たり、育成就労関係法令のほか、

出入国管理関係法令、労働関係法令、社会保険関連法令等を遵守するとともに、育成就

労外国人の人権を尊重し、適正な雇用環境の確保を推進する。 

 

３．育成就労実施者等は、育成就労制度の意義を理解し、育成就労外国人受入れの前提と

して、生産性向上のための取組や国内人材の確保のための取組（処遇改善や安全衛生対

策を含む。）を推進する。 

 

４．育成就労実施者等は、育成就労外国人との相互理解を深め、それぞれの文化や慣習を

尊重し、鉄道事業の健全な発展や、地域における共生社会の実現に貢献する。 

 

５．育成就労実施者等は、悪質な仲介事業者（ブローカー）及び反社会的勢力との関係遮

断を徹底する。 

 

６．育成就労実施者は、育成就労制度への理解を深め、育成就労外国人が法令や社会生活

上のルール等を遵守して本邦に在留できるよう指導、相談対応及び助言を行う。この

際、「やさしい日本語」を用いるなど、育成就労外国人と適切なコミュニケーションを

図るように努める。 

 

７．育成就労実施者は、自ら納付すべき公租公課を適切に支払うとともに、育成就労外国

人が納付すべき公租公課を適切に支払うよう指導する。 

 

８．育成就労実施者は、育成就労外国人が外国人であることを理由として差別的な取扱い

を受けない就労環境を確保する。 
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９．育成就労実施者は、暴力、暴言、いじめ及びハラスメントがない就労環境を確保す

る。 

 

10．育成就労実施者は、育成就労外国人に対し、雇用期間や技能の習熟等に応じて昇給を

行うこと等により、適切な処遇を確保する。 

 

11．育成就労実施者は、労働安全衛生の重要性を理解し、文化及び言語が異なる育成就労

外国人の背景事情を踏まえた適切な労働安全衛生教育及び労働安全衛生管理を行うこと

により、労働災害の防止に努める。 

 

12．育成就労実施者は、育成就労計画に沿って計画的な育成・評価を行うとともに、国土

交通省が関係業界等と協働して策定する育成・キャリア形成プログラムを参照し、技能

修得や資格取得を促すなど、育成就労外国人が適切にキャリアアップできるように努め

る。 

 

13. 育成就労実施者等は、大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することと

ならないようにするために、対応策の検討・調整（看過しがたい偏在が生じた場合の協

議会による大都市圏での受入れの自粛要請や育成就労実施者による他の機関に雇用され

ている育成就労外国人の引き抜きの自粛要請等への対応を含む。）を行う。 

 

14．育成就労実施者等は、本協議会の構成員資格に係る基準に適合しないこととなったと

きは、その旨を本協議会に報告する。 

 

15．育成就労実施者等は、本行動規範に違反する事案を把握したときは、必要な措置を講

じるとともに、当該事案について本協議会に報告する。 

 

 



【鉄道分野】育成・キャリア形成プログラム

講習受講・
資格取得

日本語
能力水準

その他
（フォローアップ
や意欲向上策等）

来
日

特
定
技
能

１
号
移
行

育成就労 (１～３年目)育成就労 (１～３年目) 特定技能１号 (４～８年目)特定技能１号 (４～８年目)

１年目 ２年目

マネジメント
経験

凡例 技能の修得・向上に資するもの フォローアップや意欲向上策

在留資格の移行に係る要件

その他必要に応じて適宜受講・取得するもの

黄色

赤色

青色

その他業務上必要な作業に係る特別教育・技能講習、その他業務に関連する資格の取得（次ページ参照）

就労開始前(Ａ１相当以
上)※２

特定技能１号移行要件
(Ａ２．２相当以上)※３

３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目

・留学から特定技能１号への移行
・育成就労を経ずに特定技能１号で入国 等

《育成就労計画》

キャリア
ステップ
の概要

技能修得状況や学習の理解度等に係る定期的なフォローアップ

定期面談等の機会にキャリアアップに係る相談対応

《１号特定技能外国人支援計画》

各業務区分に応じた研修等（次ページ参照）

その他育成ツール・支援ツール

緑色

１

職長等として研修・就労（次ページ参照）

継続した日本語能力の向上
(Ｂ１相当以上)

必須業務等に従事する
ことによる技能の向上

安全・衛生教育

※１：運輸係員区分は育成就労評価試験（専門級）、車両製造区分は技能検定３級も対象
※２：運輸係員区分はA2.2相当以上
※３：運輸係員区分はB1相当以上

主たる業務等に従事する
ことによる技能の向上

育成就労
評価試験
（初級）

特定技能１号
評価試験等※１
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育成・キャリア形成のイメージ

在
留
資
格

鉄道分野
業務区分

目指すレベル
（求められる役
割・作業）

資格・研修・講習等の例 日本語能力水準 マネジメント経験 その他経験等

育
成
就
労

軌道整備 基礎的な技能を
修得し、上長か
らの指示があれ
ば現場で単独で
も働けるように
なる。特定技能
１号への移行を
目指す。

・玉掛け技能講習※
・移動式クレーン運転技能講習※
・列車見張員資格
・研削といし特別教育※
・チェーンソー特別教育※

就労中の取組：日本語教育
の参照枠A2.2相当以上
教材例：
「みんなの日本語 初級」
「TRY! 日本語能力試験 N4 
文法から伸ばす日本語」

ー 普通自動車免
許※

電気設備
整備

・玉掛け技能講習※
・移動式クレーン運転技能講習※
・列車見張員資格
・低圧、高圧・特別高圧取扱業務特別教育※
・研削といし、振動工具特別教育※
・ケーブル接続、レールボンド溶接技能講習

車両整備 ・玉掛け技能講習※
・移動式クレーン運転技能講習※

車両製造 ・玉掛け技能講習※
・移動式クレーン運転技能講習※
・フォークリフト運転技能講習※

ー

駅・車両
清掃

・乙種第4類危険物取扱者※
・技能検定（ビルクリーニング）３級

運輸係員 ・過去の事故事例の学習会
・安全啓発センター等の見学
・営業講習
・輸送講習

就労中の取組：日本語教育
の参照枠B1相当以上
教材例：
「TRY! 日本語能力試験 N3 
文法から伸ばす日本語」

２

※特定の作業を行うにあたって必要となる、法令等で定められた資格・講習



育成・キャリア形成のイメージ

３

在
留
資
格

鉄道分野
業務区分

目指すレベル
（求められる役
割・作業）

資格・研修・講習等の例 日本語能力水準 マネジメント経験 その他経験等

特
定
技
能
１
号

軌道整備 特段の育成・訓
練を受けること
なく直ちに一定
程度の業務を遂
行する。

・重機械運転者資格
・保守用車の運転者資格

就労中の取組：日本語教育
の参照枠B1相当以上
教材例：
「TRY! 日本語能力試験 N3 
文法から伸ばす日本語」

各社の職制や就労年数等に
応じた経験や研修
例：
・作業リーダー
・サブリーダー
・職長
・職長補佐
・班長
・班長補佐
・育成就労生等の指導係

普通・中型自
動車免許※

電気設備
整備

・重機械運転者資格
・保守用車の運転者資格
・高所作業車運転特別教育・技能講習※
・電気工事士資格※
・工事担任者資格※

車両整備 ・技能検定（鉄道車両製造・整備）２級
・溶接技能者資格※

車両製造 ・技能検定（鉄道車両製造・整備）２級
・溶接技能者資格※

ー

駅・車両
清掃

・列車見張員資格
・化学物質管理者講習※
・保護具着用管理責任者資格※
・有機溶剤作業主任者技能講習※
・技能検定（ビルクリーニング）２級

運輸係員 ・過去の事故事例の学習会
・安全啓発センター等の見学
・車掌講習
・運転士講習
・動力車操縦者運転免許※

就労中の取組：日本語教育
の参照枠B2相当以上
教材例：
「TRY! 日本語能力試験 N2 
文法から伸ばす日本語」

※特定の作業を行うにあたって必要となる、法令等で定められた資格・講習
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鉄道分野における外国人材の
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鉄道分野（車両整備）における特定技能外国人の受入れ企業の取組み例

東日本旅客鉄道株式会社（本社所在地：東京都） 東京総合車両センター・大宮総合車両センター
・特定技能外国人の出身国：インドネシア・ベトナム
・受入れ開始：令和７年度より

受入れ企業の紹介

○就労状況等のフォローアップ

✓ 就労後は日本人社員と同等内容のOff-JT、工具を用いた基礎技術技能研修、
クレーン、フォークリフトなど必要な資格取得を実施。OJTも日本人社員と同等。

✓ 車両整備に関する専門用語をピックアップして「鉄道用語100words」を作成。
母国語訳をつけ、難易度の高い用語理解をサポート。

✓ 他社員と同様、タブレット端末を1人1台貸与。業務に必要な情報へのアクセスを
可能にするとともに、必要な連絡などもTeamsを活用して実施。

✓ 面談では配属先管理者だけでなく、本社担当者等の人事関係社員も立ち会い、
状況をタイムリーに共有。

○生活サポート

✓ 自社独身寮に入居可能。
（福利厚生は基本的に日本人社員と同等メニュー利用可）

✓ 日本での生活にスムーズになじめるよう、寮ガイドの母国語訳版を作成。
✓ ムスリムの方が入居している寮では、寮で提供する食事に豚肉を使用している場合、

掲示しているメニュー表に「豚肉」マークを表示。
✓ 地元と共同開催した鉄道イベントにも参加。

受入れ企業の取り組み、工夫

✓ 日本は時間をしっかり守る国であるため、列車遅延を発生させないように業務理解
を深めて貢献したい。多くの人が利用する山手線に関わるメンテナンス業務に従事
できる点が、大きなやりがいである。

✓ ミスを起こすと大きな事故につながる業務が多いため、まず安全で正しい作業が最
優先である点を重要視している。日本の高い鉄道技術が組み込まれた車両を整
備できるのはうれしい。

特定技能外国人の皆さんの声

業務の様子
（パイプ曲げ加工）

東京総合車両センターの
特定技能外国人（前列5名）
後列6名＝同じ職場の技能実習生

✓ 特定技能外国人の皆さんは日本語能力が高く、通常のコミュニ
ケーションは問題なくとれている。技術習得の意欲も旺盛なので、
まずはしっかりと学び、いずれ伝える側に成長することを期待してい
る。

✓ 技能実習から特定技能になり、より責任感が出てきた。技能士な
どに挑戦して技術向上を図り、班長を目指してほしい。

受入れ企業の声

母国語（ベトナム語）版寮ガイド
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鉄道分野（軌道整備）における特定技能外国人の受入れ企業の取組み例

坂本軌道工業株式会社（本社所在地：兵庫県）受入れ従事先：篠山作業所（丹波篠山市）
・特定技能外国人の出身国：フィリピン
・受入れ開始：令和7年度より

受入れ企業の紹介

✓ 実作業従事前の教育

■机上教育…写真を活用し、日本語と英語併記の資料で教育

■演習教育…構内材料線（本線に隣接しない線路）を使用しての実践的教育

✓ 実作業経験後の教育

■必要資格の取得準備実習…玉掛技能、移動式クレーン

■労働災害防止のための勘所集を作成し、主要作業の労災防止のために指導

✓ 日本語教育

■社外講師を招き、週2回の日本語教育を実施

■定例の自社安全衛生協議会の中で、外国人社員による日本語スピーチを設定し発表

✓ 生活サポート

■地元地域の行事参加やボランティア活動への実施と指導・定期的な懇親会や意見交換会の開催

■個人負担での一時帰国の承認

■技能実習から特定技能へ在留資格変更時の一時帰国中においても基本給の支払いを実施（60日間）

■外国人材からの相談要望を受け、常備薬セット（風邪薬・胃薬など）を配布（全社員）

受入れ企業の取り組み、工夫

✓ 安全・品質に厳しい仕事だが、列車の安全走行を守っていることで、人
の命や財産を守っていると思うとやりがいのある仕事で誇りが持てる。

✓ 安全第一・安全最優先で、自分も仲間も列車も誰も傷つくことなく終了
する毎日が当たり前であり、その当たり前の技術が身につくことで自分
が成長していくのがうれしい。

特定技能外国人の皆さんの声

✓ 外国人技能実習生と特定技能外国人が協力して従事して
くれている。特定技能の２名(内１名は建設分野)は外国
人社員に対する技能的指導や日本語や日常生活における
指導的立場で、友好的かつ協力的なスタンスの維持向上
に努めてくれている。

✓ 今後は専門級の知識や技能の向上に努め、資格取得によ
る職長を目指してほしい。

受入れ企業の声

3

社員 懇親会

先輩実習生からの実務研修 地元行事参加



 

議決権に関する細則 

 

鉄道分野特定技能協議会規約第６条及び鉄道分野育成就労協議会規約第６条において別途定め

ることとされている議決権の割り当てについて、以下のとおり定める。 

 

○鉄道分野特定技能協議会 

鉄道分野特定技能協議会規約第４条第１項に掲げる構成員ごとに１票とする。具体的には以

下のとおり。 

有識者 １人１票 

特定技能所属機関（特定技

能外国人の雇用を予定して

いる者を含む。） 

１機関１票 

登録支援機関 １機関１票 

業界団体等 １機関１票 

※ただし、同一の法人又は団体等が業界団体等及び特定技能所

属機関のいずれにも該当する場合であっても、議決権を重複し

て有することはできない。この場合、当該法人又は団体等は、

業界団体等として議決権を有するものとする。 

試験実施機関 １機関１票 

警察庁 １票 

出入国在留管理庁 １票 

外務省 １票 

厚生労働省 １票 

国土交通省 １票 

 

○鉄道分野育成就労協議会 

鉄道分野育成就労協議会規約第４条第１項に掲げる構成員ごとに１票とする。具体的には以

下のとおり。 

有識者 １人１票 

育成就労実施者（育成就労

外国人の雇用を予定してい

る者を含む。） 

１機関１票 

監理支援機関 １機関１票 

業界団体等 １機関１票 

※ただし、同一の法人又は団体等が業界団体等及び育成就労実

施者のいずれにも該当する場合であっても、議決権を重複して

有することはできない。この場合、当該法人又は団体等は、業

界団体等として議決権を有するものとする。 
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試験実施機関 １協会１票 

外国人技能実習機構（外国

人育成就労機構が設立され

たとき以降は、外国人育成

就労機構） 

１票 

警察庁 １票 

出入国在留管理庁 １票 

外務省 １票 

厚生労働省 １票 

国土交通省 １票 

 

 附則 

この細則は、令和８年６月２３日から施行する。 
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